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モニタリング結果報告書

平成２１年８月

モニタリングの対象 医薬品の適正使用を推進すること
となる施策目標

１．政策体系上の位置付け

基本目標 Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進す
ること

施策目標 ６ 品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療機器を国民が適切に
利用できるようにすること

施策目標 ６－３ 医薬品の適正使用を推進すること

個別目標１ 薬局機能を強化し、医薬分業を推進するとともに医薬品
の適正使用の普及啓発を推進すること

個別目標２ 薬剤師研修を充実すること

（評価対象事務事業）
・指導薬剤師養成事業

施策の概要（目的・根拠法令等）
１．目的等

医薬分業の推進や薬剤師研修の充実、医薬品の適正使用のための情報提供体制の強化
により、医薬品を適正に使用することができるようにすること。（医薬分業について
は別添１参照）

２．根拠法令等
○薬事法（昭和３５年法律第１４５号）
○医療法（昭和２３年法律第２０５号）

主管部局・課室 医薬食品局総務課
関係部局・課室

２．施策目標に係る指標等
施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 医薬分業率（全国・地域別）（単 53.8 54.1 55.8 57.2 集計中

位：％） 【104.3％】【100.6％】【103.1％】【102.5％】

（前年度以上／毎年度）
２ 研修・講習等受講者数（延べ）（単 63 7,877 31,779 58,817 67,497

位：人） 【12.503％】【403.4％】【185.1％】【114.8％】

（前年度以上／毎年度）
（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、社団法人日本薬剤師会調べによる（平成２０年度の数値は現在集計中であ

り、平成２１年９月頃に公表予定）。なお、数値は全国平均であり、地域別について
は別添２参照。

【参考】社団法人日本薬剤師会ホームページ
http://www.nichiyaku.or.jp/

・指標２は、財団法人日本薬剤師研修センター及び社団法人日本病院薬剤師会調べによ
る。数値は、薬剤師実務研修（平成９年度～平成１８年度）、認定実務実習指導薬剤

（Ⅰ－６－３）
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師養成研修（平成１７年度～）、４年制卒薬剤師研修（平成１９年度～）及びがん専
門薬剤師研修（平成１８年度～）の合算である。
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１．個別目標に係る指標等
個別目標１
薬局機能を強化し、医薬分業を推進するとともに医薬品の適正使用の普及啓発を推進

すること
個別目標に係る指標
アウトカム指標

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 医薬分業率（全国・地域別）（単 53.8 54.1 55.8 57.2 集計中

位：％） 【104.3％】【100.6％】【103.1％】【102.5％】

（前年度以上／毎年度）
※施策目標に係る指標１と同じ。

（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、社団法人日本薬剤師会調べによる（平成２０年度の数値は現在集計中であ

り、平成２１年９月頃に公表予定）。なお、数値は全国平均であり、地域別について
は別添２参照。

【参考】社団法人日本薬剤師会ホームページ
http://www.nichiyaku.or.jp/

（Ⅰ－６－３）
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個別目標２
薬剤師研修を充実すること

個別目標に係る指標
アウトカム指標

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 研修・講習等受講者数（延べ）（単 63 7,877 31,779 58,817 67,497

位：人） 【12,503％】【403.4％】【185.1％】【114.8％】

（前年度以上／毎年度）
※施策目標にかかる指標２と同
じ。

（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、財団法人日本薬剤師研修センター及び社団法人日本病院薬剤師会調べによ

る。数値は、薬剤師実務研修（平成９年度～平成１８年度）、認定実務実習指導薬剤
師養成研修（平成１７年度～）、４年制卒薬剤師研修（平成１９年度～）及びがん専
門薬剤師研修（平成１８年度～）の合算である。

個別目標を達成するための事務事業（評価対象事務事業）の評価
事務事業名 指導薬剤師養成事業

平成２０年度 ６９百万円（補助割合：[国10／10][ ／ ][ ／ ]）
予算額等 一般会計、年金特会、労働保険特会、その他（ ）

平成２０年度 ６９百万円
決算額

本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室）、検疫所
実 施 主 体 都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人

その他（ ）
事業の概要・必要性（事業の目的、対象、事業内容、事業の必要性等）
薬学教育６年制課程における実務実習の開始に向けて、実習受入施設となる薬局・病

院において実習生の指導に当たる指導薬剤師を養成するための研修を実施する。
政府決定・重要施策との関連性
国会における決議等の状況
○薬剤師法案に対する附帯決議

（平成１６年５月１３日参議院厚生労働委員会）（抄）
一 医療の担い手にふさわしい質の高い薬剤師を養成するという今回の法改正の趣旨に

かんがみ、薬学教育における実務実習の充実を図るため、病院、薬局等における受入
体制を確保するとともに、実務実習の指導に当たる薬剤師を早急に養成すること。

○薬剤師法案に対する附帯決議
（平成１６年６月１１日衆議院厚生労働委員会）（抄）

一 六年制の薬学教育における長期実務実習の充実を図るため、病院、薬局等における
実習受入施設における受入体制を確保するとともに、実務実習の指導に当たる十分な
資質を備えた指導薬剤師を早急に養成すること。

事業(予算)実績等 H１６ H１７ H１８ H１９ H２０
予算推移（補正後） ― ３１ ４１ ６８ ６９

（百万円）
予算上事業数等 ― ― ― ― 10,000

認定実務実習指導薬 （累計）
剤師数
（人）

事業実績数等 ― ― ― ― 6,502
認定実務実習指導薬
剤師数
（人）
※平成20年度から
認定申請の受付を開
始している。
実施状況の評価と今後の課題（改善点については期限を示す。）

認定実務実習指導薬剤師になるためには、一定の要件を満たした薬剤師が、ワークシ

（Ⅰ－６－３）
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ョップ形式と講習会形式（５つの講座）からなる研修を修了する必要がある。
平成２０年度までに認定実務実習指導薬剤師を10,000人養成することを目標とし

て、本事業を実施してきたところ、実際に認定された薬剤師数は6,502人であるが、
平成２０年度修了時点において、ワークショップ形式の研修の修了者数は13,884名、
講習会形式の研修の修了者数は５つの講座日程のそれぞれにつき15,000名以上に上
る。

このため、平成２１年度には、10,000人を上回ることは確実であり、十分な数を確
保したと考えられるため、本事業は、平成２１年度で終了することとする。

今後の課題は、卒後研修の質の向上を図ることであり、６年制教育における質の高い
実務実習及び目標設定・到達度確認の仕組みを取り込んだ卒後研修の実施に必要な指導
者の養成を行う。


